
 
 

        山形広域環境事務組合と山形県消防補償等  

        組合との間の非常勤職員に対する公務災害  

        補償の事務の委託に関する規約  
                                                                               
                                                              昭和４４年７月 
                                                              組合議会議決 

 

 改 正  平成４年３月議決 

 

 （委託事務の範囲） 

第１条 山形広域環境事務組合（以下「甲」という。）は地方公務員災害補償法（昭和

 ４２年法律第１２１号）第６９条の規定による非常勤の職員に対する公務災害補償に関

 する事務のうち，次に掲げる事務を山形県消防補償等組合（以下「乙」という｡ ）に委

 託する。 

（１）公務上の災害の認定に関する事務 

（２）公務上の災害の認定，療養の方法，補償金額の決定その他補償の実施について不服

  がある者からの申立に係る審査に関する事務 

   （平４議決・一部改正） 

 （認定請求等） 

第２条 甲は，その職員について公務に基づくと認められる災害が発生した場合には，そ

 の災害が公務上のものであるかどうかの認定を乙に請求するものとする。 

２ 乙は，前項の請求に基づいて認定を行なった場合には，その結果を甲に通知するとと

 もに，公務上のものであると認定したときには，その結果を補償を受けるべき者に対し

 ても通知しなければならない。 

 （経費の負担及び予算の執行） 

第３条 乙が第１条の規定により委託を受けた事務（以下「委託事務」という。）の処理

 に要する経費は，甲の負担とし，甲は，あらかじめこれを乙に納付するものとする。 

２ 前項の経費の額及び納付の時期は，乙が甲と協議して定める。この場合において，乙

 は，あらかじめ委託事務の処理に要する経費の見積に関する書類を甲に送付しなければ

 ならない。 

第４条 乙は，その委託事務の処理に係る収入及び支出については，会計を分別しなけれ 

 ばならない。 



 
 

 （決算の場合の措置） 

第５条 乙は，地方自治法（昭和２２年法律６７号）第２３３条第６項の規定により，決

 算の要領を公表したときは，その写を甲に提出するものとする。 

 （条例制定改廃の場合の措置） 

第６条 乙は，委託事務の処理に適用される条例，規則等を制定し，又は改廃したとき

 は，直ちに当該条例，規則等を甲に通知しなければならない。 

第７条 甲は，委託事務の処理に関係ある条例，規則等を制定し，又は改廃したときは，

 直ちに当該条例，規則等を乙に通知しなければならない。 

 （その他必要な事項） 

第８条 この規約に定めるもののほか，委託事務の処理に関し必要な事項は，甲と乙が協

 議して定める。 

 

   附 則 

 この規約は，昭和４４年７月３０日から適用する。 

   附 則  （平成４年３月改正） 

 この規約は，平成４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 


